
第６回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日  時  ２０１３年２月１２日（火）１０：３０～１１：３０ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館６階 ６４３会議室 

 

３．出 席 者  原子力委員会 

         近藤委員長、鈴木委員長代理、秋庭委員、尾本委員 

        独立行政法人日本原子力機構 核物質管理科学技術推進部 

         久野次長 

        内閣府 

         板倉参事官 

 

４．議  題 

 （１）原子力と核不拡散・核セキュリティ国際フォーラムの開催結果について（独立行政法

人日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部次長 久野祐輔氏） 

 （２）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張について 

 （３）その他 

  

５．配付資料 

 （１）「原子力と核不拡散、核セキュリティに係る国際フォーラム－核燃料サイクルのバッ

クエンドにおける核不拡散、核セキュリティ確保とアジアにおける地域協力－」結果

報告 

 （２）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張について 

 （３）第１回原子力委員会定例会議議事録 

 （４）第２回原子力委員会定例会議議事録 

 

６．審議事項 

（近藤委員長）それでは、おはようございます。第６回の原子力委員会定例会議を開催いたし

ます。 
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  本日の議題は、１つが原子力と核不拡散・核セキュリティ国際フォーラムの開催結果につ

いてご報告をいただくこと。２つが、鈴木委員長代理の海外出張について。３つ、その他

でございます。よろしゅうございますか。 

  それでは最初の議題。 

（板倉参事官）原子力と核不拡散・核セキュリティ国際フォーラムの開催結果について、独立

行政法人日本原子力研究開発機構核物質管理科学技術推進部の久野次長よりご説明いただ

きます。よろしくお願いいたします。 

（久野次長）それでは、報告させていただきます。日本原子力研究開発機構では毎年１回、核

不拡散等に係る国際フォーラムを開催させていただいておりますが、そのときどきの今日

的な課題について議論をさせていただいております。 

  １２月に安倍政権が発足しまして、今後更なる見直しが行われることになると思われます

が、いかなる政策をとった場合にいたしましても国際的な観点、とりわけ核不拡散・核セ

キュリティの観点に引き続き留意する必要があることに変わりはありません。また核燃料

サイクルのバックエンドは中でも最も真剣に取り組まれるべき課題でありますので、その

核不拡散・核セキュリティの確保という面での議論も重要性が高まってきております。 

  こういうことで今年度といいますか、昨年１２月ですが、核燃料サイクルのバックエンド

における核不拡散・核セキュリティの確保という点、それから関連しますアジアの原子力

利用における核不拡散・核セキュリティの方策。それから核燃料サイクルの問題解決の１

つとも考えられております多国間管理の協力の枠組みという、この２つのテーマに絞って

フォーラムを開催いたしました。１２月１２日、昨年ですが、共催は日本国際問題研究所

及び東京大学大学院工学系研究科ということです。 

  海外からＩＡＥＡをはじめ米国、フランス、韓国、ロシア、カザフスタンということで、

政府、関係専門家を招へいして開催させていただきました。これらの国は供給側の国とい

うことで、本来双方、供給される側も招待してやるべきところでありますが、今回焦点を

供給側の立場に立ってということで、比較的そういう国の方々を招待したというところが

あります。聴衆は約２００名の方にご参加いただきました。 

  基調講演は５名の有識者の方にお願いいたしました。基調講演の後にパネル１、パネル２

ということで２つのパネルを準備しまして、パネル討論を行ったという形になっておりま

す。 

  まず基調講演をかいつまんで報告させていただきます。有馬朗人先生に「日本の原子力利
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用と核不拡散」ということでお話しいただきました。一時的な感情やポピュリズム的な立

場からではなく、理性的、科学的な議論を行うべきだ。冷静に将来を決定しなければなら

ないということで、東電の福島事故の教訓をまずしっかり学ぶということとともに我が国

は廃炉、事故対応、高レベル廃棄物処分、それから核不拡散・核セキュリティということ

で重要な役割を担っていくべきだということ。 

  それから福島に国際的な原子力の研究所を設立するとか、原子力研究機関の基盤を強化す

ることは重要だというメッセージをいただきました。 

  それからＩＡＥＡの事務局次長ハーマン・ナカーツ、セーフガード、保障措置の局長です

が、彼からのメッセージで、保障措置の実施にかかわる国レベルのアプローチ。これは最

近の新しい形のアプローチですが、国全体として保障措置がきちんとなされているかとい

う、そういうアプローチの仕方の説明。それから再処理と直接処分、核物質がある限り永

久に適用されるという、この直接処分における保障措置は現在ＩＡＥＡでも議論中である

ということで、そういうことが紹介されたということです。 

  それからピーター・ハンロンさん、この方は米国エネルギー省の防衛核不拡散局の核分裂

性物質処分担当次官補代理の方ですが、彼のメッセージでは、まず原子力機構とＤＯＥの

間で過去２５年にわたって実施されてきましたいろいろな協力がありますが、非常に有益

なものであったということが述べられました。それから高濃縮ウランとプルトニウムの処

分について、米国の取組及び米国とロシアの協力についての説明がなされました。ご存じ

のように核兵器の解体に伴いましてプルトニウムが出てくるわけですが、その処分につい

て米露２国間で議論されまして、その処分にはいろいろなオプションがあるということで

議論されたわけですが、最終的にＭＯＸの形で燃料として利用するということで決まった

ということが紹介されました。ＭＯＸ利用です。 

  フランスからはフレデリック・モンドロニさん、フランスの原子力代替エネルギー庁、企

画・渉外局長ですが、この方のメッセージということです。今後も原子力がフランスにお

けるエネルギー供給の重要な柱であることには変わりはない。原子力利用の基盤と経験を

有するフランスと日本は新興国の平和利用を支援していく義務があるということが述べら

れました。 

  最後にパク・ノビョクさん、この方は韓国のエネルギー資源担当の大使ですが、韓国では

原子力と再生可能エネルギーへの依存を２０３０年度までに４０％にするという目標があ

るわけですが、短期的には原子力にプライオリティを置いて、エネルギーセキュリティの
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確保から核燃料サイクルのバックエンドの能力強化を希求するということが述べられまし

た。韓国と日本が協力できる分野ということで原子力のいわゆる３Ｓ、原子力安全、核セ

キュリティ、それから保障措置の強化、核燃料サイクルのバックエンドと関連する原子炉、

地層処分の開発、廃止措置、こういう分野が協力の分野ではないかということが述べられ

ました。 

  続きまして、パネル１です。核燃料サイクルのバックエンドにおける核不拡散、核セキュ

リティの確保ということで、ある意味チャレンジングな議題を用意しまして議論を行いま

した。再処理、直接処分という２つのオプションがありますが、核不拡散、核セキュリテ

ィの課題及び対応策をここで議論したということです。 

  直接処分は再処理する場合と比べまして、核拡散リスクは低いという認識が一般的に持た

れていますが、複数のパネリストというかほとんどのパネリストから使用済燃料は処分後、

数百年経過すると、放射能レベルが下がって、プルトニウムへのアクセスが非常に容易に

なってくるということで、そういう問題がある。直接処分につきましても保障措置アプロ

ーチの検討とか核セキュリティの対策が必要になるということが指摘されました。特に地

層処分の分野で検討される回収可能性、横文字ではretrievabilityといいますが、この概

念は核不拡散、核セキュリティの観点からは使用済燃料へのアクセスを長期間にわたって

可能にするという側面があり、完全隔離に比べて確実な防護とか保障措置が求められるこ

とになります。 

  直接処分につきましては、同じ長期にわたる保障措置でも、当該国に再処理がある場合と

ない場合では、全くそれが違うという話をＩＡＥＡの方からも話されました。すなわち国

家が使用済燃料を取り出して兵器に転用することを止めるためには厳格な保障措置が必要

だということだと思います。そういう話もここで出されました。最近では再処理に比べて

使用済燃料の処分がリーズナブルであるという印象が持たれているわけですが、ことはそ

んな単純なものではない、こういうことだと思います。 

  最終的には人類による管理を不要とする地層処分の概念と何らかの措置を必要とする核不

拡散、核セキュリティ、こういう２つの面の接点を考慮すべきであるわけです。一方、リ

サイクル、すなわち再処理についてはプルトニウム溶液で扱うということに由来する検知

の難しさという課題を指摘するパネリストもおられましたが、日本においては再処理で効

果的な保障措置が適用できることが既に実証済みである。これはＩＡＥＡの方、アメリカ

の方が言われました。ある意味問題ないということも発せられました。 
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  脱原発、２０３０年ゼロということを進める一方で、引き続き再処理事業に取り組むとい

うことが言及されている点ですが、核不拡散、核セキュリティの観点から、それについて

議論が行われました。日本のパネリストからは、日本はエネルギーセキュリティの観点か

ら燃料サイクルを維持すべきであり、プルトニウム蓄積にかかわる懸念を払拭するために

短期的な措置として軽水炉利用、それから中期的な措置として高速炉、更に長期的な措置

として多国間アプローチがあり、プルトニウムの利用を進めるべきであるという見解が示

されましたが、海外の参加者からは再処理の継続には軽水炉や高速炉、プルトニウム利用

の促進の方策により、利用計画のないプルトニウム蓄積をすることに対して国内外の懸念

を払拭すること、きちんとしたプルトニウム利用計画を示さなければだめだということが

意見として述べられました。 

  更にプルトニウム利用が想定通り進まないケース、ＭＯＸ利用等が想定通りに進まない場

合はバックアッププラン、特に具体的な話は出ませんでしたが、多分プルトニウム専焼と

かいろいろな話があると思います。そういうものを用意しておくことが重要ではないかと

いう指摘がなされました。 

  こういうことで議論がなされたわけですが、それに引き続きましてパネル２としまして、

原子力利用における、特にアジアに焦点を置きまして、多国間枠組みということで話がな

されました。アジア地域では新興国の原子力発電の導入の動きがいまだに続いています。

一方で供給に関しまして、従来の欧米諸国による供給だけでなくて、ロシア、カザフスタ

ンといった中央アジアを中心としたアジア諸国への供給という流れが生じつつあります。

すなわち欧米がこれまで供給というカードを用いまして、ある意味燃料の輸出を使いまし

て核不拡散を要求していたわけですが、それが徐々に弱まっているということになります。 

  アジアの原子力利用における核不拡散、核セキュリティの確保の方策として、その１つと

いうことでありますが、燃料サイクルの多国間管理の意義や実現性ということで、ここで

議論が行われたということです。今回のパネルではバックエンドに係るサービスも含めて

議論したことが特徴です。普通、多国間管理ではフロントエンド、すなわち燃料の供給が

議論の主流ですが、今回はバックエンドもあえて議論しました。 

  既に述べましたように核不拡散、核セキュリティを確保する手段では欧米諸国を中心とす

る輸出管理や二国間協定、協力といった手段があります。それを用いて核不拡散の強化を

するわけです。それはいわゆるサプライサイドアプローチと呼んでおります。逆にサプラ

イサイドアプローチはいいようで、持つ国と持たざる国という二面性があるということで、
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必ずしも万全ではない。限界があるということです。機微技術の追求を自制するインセン

ティブを与えるようなアプローチ、これをデマンドサイドアプローチと呼びますが、その

重要性がここでは取り上げられたということです。デマンドサイドアプローチとは核燃料

サイクルを多国間で運営して、フロントエンド、バックエンドのサービスを提供するとい

うもので、受領国、参加国による自発的な機微技術の放棄、または必要のない環境をつく

る、そういうものを必要としない環境をつくるということでございます。ここでは東京大

学の検討チーム、ソウル大学のチーム、米国原子力科学アカデミーのチーム、この３者が

それぞれの検討結果を紹介しました。 

  多国間管理は、地域における３Ｓ強化に貢献する潜在的可能性を有していまして、その実

現に当たって参加の自発性の確保とか、参加国の信頼性醸成、将来の技術開発を取り入れ

る柔軟性が必要であるという意見が示されました。今、３Ｓと申しましたが、３Ｓの１つ

のＳである核不拡散は国際義務ですが、残りの２Ｓである、原子力安全、核セキュリティ

は義務ではなくて世界のガイドラインがある、そういう世界です。こういうものを強化す

るために、ある意味全世界で取り組むのは非常に難しくて、地域で取り組む、約束レベル

で取り組むことによって、例えばですが標準化みたいなことで強化するということが可能

なのではないかということでこの多国間管理の話に含まれるわけです。 

  他方、多国間管理への加盟を促すインセンティブの付与というのは非常に重要です。枠組

みができましても参加する国がいないということは問題です。施設をホストする国の一般

公衆からの受容の確保とか資金の調達、核物質の輸送の問題、参加国の政策の一貫性の確

保等、多くの課題があるということを指摘されました。今回はどのような国の地域でどの

ような問題があるかというような具体的な議論もなされまして、非常に有意義な議論がな

されたかと思います。 

  所感でありますが、今回核燃料サイクルのバックエンドにおける核不拡散、核セキュリテ

ィの観点から見た問題点と解決ということで、長期的かつ国際的な観点からの議論が重要

で、そういうものが展開できたのではないかと考えます。このようなフォーラムでの議論

が政府レベルの検討にお役に立てることを期待したいと思っております。また多国間管理

のアプローチはアジアの原子力の平和利用における３Ｓの確保に有効な一つと考えられま

すので、具体的な枠組みの提案や克服すべき問題、いろいろ議論されたことは有意義であ

ったと思います。多国間管理アプローチはそう簡単に進むものではありませんので、バッ

クエンドも含む効率的な核燃料サイクル実現に有効なオプションであるということ、参加
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国の協力体制、法規制問題など多くの課題が存在しますので、今後地域における関係国間

の信頼醸成を図りつつ議論を重ねていくこと、が重要ということで、このフォーラムは終

わりになりました。以上です。 

（近藤委員長）お忙しいところ、お出ましをいただき、ご説明を頂きましたこと感謝します。

どうもありがとうございました。それではご説明に対するご質疑をお願いいたします。 

（鈴木委員長代理）毎年貴重な会合、大分根づいてきて、国際的にも認知が高まってきている

ようで、これからもぜひ続けていただきたい。よろしくお願いいたします。 

  今回、特に核燃料サイクルということで貴重ないろいろな意見が出ていると思いますが、

私から３つほどお聞きしたい。１つは最初におっしゃった直接処分と再処理の比較で、直

接処分にも課題があるというご指摘でした。これはサイクル小委でもたしか議論させてい

ただいて、確かに保障措置が必要だとかそういう話もあるけれども、前半におっしゃって

いるように相対的に比べるとリサイクルのほうがリスクが高いということで、国際的には

そういう合意があると。そこは確認されたのでしょうかというのがまず１点です。 

  それから２番目は、パネル討論１で日本のプルトニウムについていろいろご議論があった

ということで、最後に「日本のプルトニウム利用計画が想定通りに進まない場合のバック

アッププランを用意しておくことが重要である」とありました。これは具体的なご提案が

あったのかどうか。例のヨーロッパにあるプルトニウムの所有権を移転するとか、今いろ

いろ言われていますが、この中でそういう議論があったのかどうか。あるいはプルサーマ

ルができない場合に直接ガラス固化体で処分するとか、技術的にはいろいろ提案されてい

ると思いますが、そういう議論があったかどうかが２点です。 

  ３番目はパネル討論２のＭＮＡです。これも毎年議論されてきていると思うので、今年特

に今までと違った議論があったのか。毎年なかなか難しいと。私が参加させていただいた

ときも提案は幾つもありますが、ロシアの備蓄とＮＴＩの備蓄は実現していますが、今回

の議論の中で特に具体的な枠組みの提案が中で議論されたということですが、新しいご提

案があったのかどうかだけ確認したいのですが。 

（久野次長）再処理と直接処分の話ですが、これは国際合意というものが必要なのかどうか、

ちょっとよくわかりません。 

（鈴木委員長代理）サイクル小委ではそういう議論になっていますので、それと違う議論がさ

れたかどうかということを。 

（久野次長）今回、核不拡散をよく存じておられる専門家をお呼びしたということもありまし
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て、普通直接処分というと核不拡散的には問題がないようなイメージがありますが、参加

された方はほぼ全員の方が直接処分についてもそんな簡単な問題ではない、核不拡散とい

う意味で、ですね。というのは、皆さんどういうオプションがあるかを頭の中で想定され

ているわけです。仮に深く埋めても永久にとは言いませんが数十万年ですか、１００万年

オーダーで管理していかなければならないというのはとんでもなく難しい話、不可能では

ないのでしょうが。そういう認識が恐らくあったと思いますので、そういう意味で直接処

分がどうこうという、要するに核不拡散上容易だ、簡単だという話はほとんどありません。

長期的に考えれば直接処分も同じような問題である、そういう認識だったと、全体の話を

聞いている限り、そう感じました。 

  それからバックアッププランですが、残念ながらバックアッププランを用意しなさいとい

うのは、仮に軽水炉でのＭＯＸ利用がなかなかうまくいかなかった場合を多分頭の中に入

れられて話しているのだと思うのですが、そこでヨーロッパにあるプルトニウムをどうす

るとか、そのオプションの一つのプルトニウムを直接埋めるとか、そういう話はこの会議

ではほとんど出ませんでした。 

（鈴木委員長代理）バックアップが必要だと。 

（久野次長）必要だと。考えていかないと行き詰まりますというメッセージだと思います。 

  それから多国間管理におきましても議論ですが、ロシア、カザフスタン等の方がおりまし

て、潜在的にはというか協力の可能性があるとか、特に彼らはフロントエンドではビジネ

スも絡んでおりまして、どんどんやりたいというところです。例えばロシアはどういうル

ートで新たな燃料を運んでくるとか、そういう話がありました。 

  それに対して例えば使用済燃料をどうするとか、そういう話が出るかと思いましたが、そ

ちらの話になりますとなかなか簡単に具体的な話は出てこないというところで、具体的な

話が出たのはフロントエンドだと、こういう理解でいいかと思います。 

  本来もうちょっと踏み込んだ議論をしたかったところですが、それぞれの方はそれぞれの

ご事情があって、なかなかそういうこともできないということで、フロントエンドに。 

（鈴木委員長代理）去年と比べて新しいことは特になかったということですか。 

（久野次長）具体的な話ですね。そういう話は出ません。 

（鈴木委員長代理）最初のサイクルと直接処分の比較のお話は、私がお伺いしたかったのは直

接処分にリスクがないということは誰も言っていないので、当然それは直接処分をやった

場合にもきちんとした対策が必要だということはサイクル小委でも議論していました。で
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もサイクルと比較した場合にどちらがリスクが高いかということについてはサイクルが高

いという、これは我々の小委でもそう議論をしていたと思います。そこはどうでしたか。 

（久野次長）私が認識する限り、この議論ではどちらが核不拡散上優位だという話は一切出ま

せんでした。 

（近藤委員長）リスクが高いとすればリスクを下げればいいわけです。しかも時間の関数でし

ょう。大小だけを論じるのは難しいですね。こういうリスクは十分低くするべきと合意し

たところで、そのリスク管理の仕組みを設計して見て、それぞれの取組の間でその実現の

容易性を比較するべきでしょう。 

（秋庭委員）ご説明ありがとうございました。なかなか難しい問題で、どのように考えたらい

いのか専門的なことはよくわかりませんが、お伺いしたいことは２点あります。まず１点

目は、このパネル討論の概要の中で回収可能性ということが出ておりました。地層処分の

回収可能性という概念は、完全隔離に比べてより確実な核防護措置や保障処置が求められ

る。それは最終的には人類による管理を不要とする地層処分の概念と何らかの措置を必要

とする核不拡散、核セキュリティの接点を考慮すべきであるとこの報告書にあります。こ

の接点というのをどう考えたらいいのかということをもう少し伺いたいと思っています。 

  一般の方たちは地層に埋めてしまうと目に見えないので不安だということがあって、回収

可能性をおっしゃる方も多いです。またフランスにおいては回収可能性をきちんと取り入

れているということもあります。特に今回のフォーラムにフランスの方もご参加なさって

いますので、この接点というのはどういうことなのか１点伺わせていただきます。 

  ２番目は、パネル討論のところで、今、鈴木代理からもご質問がありました多国間管理の

ことですが、多国間管理という考え方は一般の国民には理解が難しいのではないかと思っ

ています。例えば今お話しした地層処分についても国内でやらずに、それでは海外で引き

受けていただけたらどんなにいいかというように思いがちなところも出てきます。ここで

も施設をホストする国の一般公衆からの受容の確保、それから資金の調達、核物質の輸送

に伴う問題とか、これら多くの問題がありますが、これらの問題を何とか克服してでも多

国間管理を進めていく必要があると今回専門家の皆さんは考えていらっしゃるのか。克服

する筋道がよくわかりませんが、その辺のところを教えていただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

（久野次長）回収可能性の話につきましては、まずここでの文脈ですが、地層処分の方は核不

拡散をあまり認識されていないというところが１点あります。単に埋めて、回収可能性で
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あろうが、本当に処分するであろうが、不拡散というものを考えていかなければならない

ということで、接点という意味が１つあります。 

  それから回収可能性という意味では本当に可能性があると言いつつ、例えば１００年オー

ダーで回収可能な処分の仕方をすると、核不拡散の人間からすると、これは非常にリスク

が高い。本当に長期になった場合ですね。そういうことでお互いやり方について接点とい

いますか、両方がきちんとした方向を探るべきだという意味での接点。それが非常に難し

いのは認識しているわけですが、そういうことも考えていかなければだめだという意味で

接点という言葉を使っているのだと思います。 

  それから、多国間管理ですが……。 

（秋庭委員）その前にフランスは回収可能性と核不拡散、核セキュリティのことをどう考えて

いるのか、もしわかれば教えていただきたい。 

（久野次長）この場合はパネリストにフランスはおりませんでしたので、私は個人的な意見し

か言えません。 

（秋庭委員）フランスの方は基調講演でしたね。ではまた別に。 

（久野次長）それからバックエンドの多国間管理ですが、非常に難しい。政治家の中にはどこ

かの国に引き取ってもらえと簡単に言われる方もおります。このパネルで共通認識が一つ

出ました。最終処分地によその国は絶対ならない。やはりこれが基本にあるということだ

けは全員の認識です。 

  となると多国間管理とは一体どういうことかといいますと、例えば１００年オーダーでは

長期貯蔵を引き受けるとか、そういう話であれば不可能ではない、こういう考え方です。

本当に小さな国、日本はまだ比較的大きいですが、小さな国の燃料をある意味貯蔵する、

国際貯蔵するとか。それから再処理はいっぱいある必要はありません。なにも六ヶ所とい

う意味ではなくて、どこかの国が再処理して、最終廃棄物は発生国に戻すという形ですね。

そういう形、使用済燃料をそのままずっと各国に置いておくという意味ではなくて、そう

いう発想があるかと思います。そういう面では今度は使用済燃料を輸送する場合、輸送さ

れた国の公衆の受容性とかそういう問題がもう既に議論されております。そういう面での

解決が必要だということになっています。 

（秋庭委員）ありがとうございました。 

（尾本委員）２つほど感想です。１つはあえてバックエンド側を選んだとおっしゃいました件

について。確かに、今までＭＮＡというのは例えばエルバラダイなどがフロントから入っ
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て、要するにセンシティブテクノロジーの拡散をどうやって防ぐかというフロントエンド

のところから入っていって、最終的には保管処分もとステップがあると、こういう言い方

をしていた。アジアを見ると、今まさに話があったようにアジア諸国の原子力計画のため

の共通インフラづくりとして使用済燃料管理を共通してやっていく、あるいはどこかにあ

りましたが、ＭＮＡによってプルトニウム利用を進めるべきであるとの見解がありますが、

日本とアジア周辺諸国との関係でもあり得るかと思います。そういう点で見たとき、ＭＮ

Ａのアジア的な在り方というのは一般的に今までＩＡＥＡで言われてきたのと違う側面で

メリットが出てくるかというのが１つの印象です。 

  もう１つは、５ページ目かな、今回のフォーラムでの議論がＭＮＡに関しての政府レベル

の検討に資するとの点です。では一体政府の中でどうやっていくのかということを我々は

自問しなくてはいけないわけです。もちろん外務省、経産省が関係するわけですが、えて

してセーフガードというのは、３Ｓは規制庁でということで問題が完結しているかのよう

に見られがちだけれども、利用に関しての核不拡散の政策はやはり原子力委員会がある程

度の役割をしていく必要がある、こういう印象を持ちました。 

  それから１つ質問ですが、ご説明の中では触れられなかったのですが、９ページの一番上

に燃料サイクルのバックエンドにかかわるＭＮＡの利点は３Ｓの各々の文化の普及を図り

ベストプラクティスを提供できるとされている。ここで意味されていることはどういうこ

となのか、少しかみ砕いて教えていただければと思います。 

（久野次長）３Ｓ、先ほど少し話をさせていただきましたが、３Ｓというのはある意味認識し

ていてもうまくいかないというか、国際規制ではないという部分で、特にセキュリティと

セーフティですね。ということで、バックエンドといいますのは核燃料サイクルという意

味が強いのですが、核燃料サイクルをとりまして、そういうもの全体の３Ｓの重要性を強

化するという意味で、ある意味枠組みを組むことによって、その中できちんとやるという、

そういうことによる３Ｓの文化といいますかプロモーションが可能になっていくのではな

いかという考えであります。 

（尾本委員）一種相互監視という意味合いですか。 

（久野次長）相互監視になるかもしれません。それは合意の下に。 

（尾本委員）わかりました。 

（近藤委員長）では、私からいくつか。まず、参加者ですが、大学人も関係しているようです

が、若い人の参加の度合いはどうですか。お話しされている方はお年寄りの方も多そうで
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すが。 

（久野次長）パネリストはお年寄りの方が多いですが、東京大学でたまたまやったこともあり

ますので学生が参加しました。意見を言ったかどうか覚えていないのですが。 

（近藤委員長）長期にわたるテーマですから、今後は人材を育てていく観点から、なんとか若

い人もインボルブさせていく工夫をしたらどうでしょうか。 

  次に、確認だけですが、参加国を供給側に限定したとおっしゃったと思うのですが、リス

トを見る限り、そういう風には思えません。実際には、バックエンドサイドには実は供給

側はあまりないはずです。他方、フロントエンドの供給側を意味しているのであれは会合

の「バックエンドにおける」というタイトルとの整合性が悪い。ようすれば、意味すると

ころがよくわからないですね。 

（久野次長）サービス提供側というほうがまだ近いですね、すみません。 

（近藤委員長）それから核セキュリティも並んで重視するタイトルになっている割には中身で

は、核セキュリティについては「核セキュリティは大事。」で終わっているような気がし

ます。何か核セキュリティについて。「地域協力」という表題にふさわしい話があったの

ですか。 

（久野次長）核セキュリティは先ほどから話しております３Ｓという意味での核セキュリティ

の強化、どう核セキュリティを強化するかという話が主流でした。ただ前半のパネルでは

使用済燃料の核セキュリティという話も出まして、当然ですが、使用済燃料の放射線が低

くなればなるほど、逆に核セキュリティニーズは高くなるという発想がありますので、そ

ういう面での核セキュリティの強化という意味の言葉が出ているかと思います。 

（近藤委員長）地域協力という話ではなかったんですね。 

（久野次長）３Ｓの中の１つの核セキュリティとして、みんなで合意して核セキュリティをあ

る意味ガイドラインを、例えばＩＡＥＡが持っているガイドラインを導入するとか、そう

いうことだと思います。 

（近藤委員長）それからアメリカから解体核の話があったとあり、高濃縮ウランも書いてある

けれども、高濃縮ウランについては、ダウンブレンディングですから、意見交換する論点

はなかったのでしょうね。 

（久野次長）そうですね。プルトニウムの話はここに書いてありますが、ウランではダウンブ

レンディングで、プルトニウムは直接処分するかという議論がご存じのようにあったかと

思いますが、それがなくなって、最後はＭＯＸ利用になったという話だったと思います。 
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（近藤委員長）それからＭＮＡに関してどういう議論が行なわれたか、ご説明ではストーリー

が読みにくいのですが、先ほど尾本委員がおっしゃったようにエルバラダイの構想はセン

シティブテクノロジーの拡散を防ぐためにということが明確で、その第一段階として濃縮

技術の拡散を防ぐために供給保証の仕組みを整備することが提案され、実現してきている

わけですが、ここでは何を目標に何が検討されたのですか。バックエンドというからには、

最終的には廃棄物の最終処分をどうしようかとなると思うのですが、しかし、ご説明では

廃棄物の最終処分の話を抜いたほうが議論しやすいとおっしゃられた。 

  実は、各国政府の共同作業の場である、ＩＦＮＥＣ、国際原子力協力フォーラムにおける

多国間アプローチの議論では、フロントは今述べたようなことで整備終了ということで、

最終処分も含むバックエンドにおける国際共同作業の在り方が話題になっています。原子

力活動はゆりかごから墓場までがトータルに担保されてこそ進むものですから、そのため

にどんな国際協力のスキームがあり得るかと考えると、俗に言うサプライヤーが最後まで

面倒を見るというものが第一です。これはかって米国は研究炉について、ソ連は原子力発

電についても取ってきた方策ですね。自分が供給したウランについて、使用後引き取り、

すぐ地層処分をするのかどうかはともかく、国家として責任をとるという仕組みです。こ

れユニ・ラテラルなマルチに対するサービスですが、いまはロシアがやるとかやらないと

かいっている程度のものですね。 

  ２つ目が、そのために複数の国が協力するというというもの。ソ連邦が分かれてできたＣ

ＩＳ諸国のうち、ロシアと２つぐらいの国と連携してその１つの国にある地層処分施設を

共用してそれぞれが原子力利用を進めるというのはあり得る姿ではないかと思っています。

それらの国々の相互依存体制の中でのビジネスの在り方の一つとして整理されて成立すれ

ばですが。 

  ３つ目は、あらゆる取組が市場経済活動となり、しかも世界単一市場化の流れが進行して

いくと、廃棄物管理処分事業も市場メカニズムに乗っているとすれば、当然にある処分事

業者は多くの国に顧客を有することになる。 

  それから、それと類似のようでもあり、対極に位置するものでもあるのが、世界のどこか

にＩＡＥＡの管理する土地をつくって、そこで全ての処理をする仕組みです。これまでには、

こんな４つぐらいの範囲でこの在り方、実現方策が検討されてきたと思います。 

  ところで、ＩＦＮＥＣがなぜこんなことを検討しているかというと、最上の技術を持って

最も望ましい場所で最も経済的な行為として一連の活動をなされることが世界全体にとって
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原子力がうまく進むために望ましいことではないかと考えたからです。そこで、それをいか

に実現させるかを検討しようと取組をはじめたところです。すぐわかるように、そこにどう

しても国家主権との絡みが出てきます、つまり、今あなたが指摘されたようなさまざまな問

題です。で、それをどうクリアしていくかが検討されています。 

  具体的には、１つの国にお任せするとしても、国とは何だろうか。３００年、４００年、

５００年の間、契約が有効性を持ち得るか。選挙の結果で政策の方向性が大きく変わってし

まう国もあるわけだから、そもそもフィージビリティがないのではないかという議論がある。

しかし一方では中国とイギリスで香港を条約で１００年たったら返すとし、それが実際に起

こったという事例もあるわけではないかという議論があります。だから、それは条約とか何

か仕組みで担保することができるのではないか。そうするとどんな条約がいいのかを少し考

えたらいいのではないかということで、ＩＦＮＥＣでは今年あたりからモデル条約、モデル

アグリーメントを書いてみて、それがフィージビリティを持ち得るかを検討しようとしてい

ます。 

  たしか東大とか韓国がやっている仕事は地域間協力でそういうスキームを考えているよう

に理解していしましたが、その後、そのフィージビリティを詰めていく作業をどこまで進

めておられるのでしょうか、これは質問です。 

（久野次長）このフォーラムでは東大の田中先生が東大のグループの検討を紹介されたという

ことで、その中で例えばこのグループがやっています検討の中には国際法はどうするとか、

いろいろなしがらみがあるわけで、それをどうひも解いていくかという検討もされている

と紹介されています。 

  ただ、さっき委員長がおっしゃったように根底には供給国が引き取るというのが理想とし

てあるわけです。これを言うと話が現実的には進まないといいますか、ＩＦＮＥＣの活動

を当然全員認識して議論しているわけですが、韓国のパネリストが盛んに言われますのは、

引き取って、そっちに押し付けるという、悪い言葉で言えば押し付けるわけです。そうい

うのではなくて廃棄物の放射能をできるだけ低減する方向に国際協力でもっていって、戻

す廃棄物は高レベルではなくて、例えば中レベルにするとか、低レベルにするとか、そう

いう方向を国際協力でこの枠組みの中で一緒にやれば少しは解決の道があるのではないか

という言い方を韓国の参加者はしていました。 

  ということで、本音を言えばどこかの国に引き取ってくれればありがたい話ですが、そう

いうことは多分参加者どの方も言えないので、さっき私が申しました基本的には廃棄物は
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発生国に返すという発想がロシアも含め主流になっている。核兵器国が一貫して引き取る

という話が昔からあるわけですが、それもなかなか現実には難しい。かつてロシアが引き

取って、まだ引き取っているのかもしれませんが、旧ソ連の国から引き取った燃料は処分

するという約束をしたわけではないという言い方を彼らはしています。あれはとりあえず

引き取ったということらしいです。そういうこともありまして、比較的この辺は難しい。 

  むしろロシアの人が盛んに主張していたのは、委員長が言われました有効的な活用という

かビジネスですね。ビジネスにうまく乗せて、その辺を何とか。処分まで含むかどうかわ

かりませんが、そういう方向で協力をうまく進めれば少しは動くのではないかという話を

されていたと思います。フィージビリティということを今後ＭＮＡの世界の検討では、今

まで案だけのぶつけ合いになっていましたが、具体的なフィージビリティの検討が必要だ

ということは恐らく皆さん認識されていると思います。そういうことで少し具体的な話に

なってきたのだと思います。 

（近藤委員長）引き取るとか、おしつけるということではないのですがね。どうぞ。 

（尾本委員）今おっしゃった中に最終的には供給国が引き取るということが根底にあるという

ことだけれども、以前ＭＮＡの検討の中でドイツの外相がいわゆるエクストラテリトリア

ル、つまり、どこの国にも属さないところをつくってやるのだ、こういう提案があった。

それは先ほど委員長がおっしゃられたＩＦＮＥＣの１つのモデルだと思います。エクスト

ラテリトリアルを見つけだしていうのは一種理想論すぎて、最近はＭＮＡの世界ではあま

り議論されていないようになってきているのですか。 

（久野次長）そこまでは存じませんが、今回の意見では、例えばロシアはシベリアだって人が

住んでいるという発言も出ました。ということで、そう簡単な問題ではないということだ

と思います。 

（近藤委員長）ＩＦＮＥＣの考え方は、一国主義というのを一方においているのです。各国は、

主権国家は自ら発生したもの、自らの土地、発生者負担というのは自らの土地で処分しな

ければならないと言っているのかどうか、そこは意見が分かれるけれども、費用を負担す

ればいいという議論もあるかもしれないのですが、とにかく一国主義があって、主権の及

ぶ範囲内で全ての処理はしなければならないと。而して、それでは地層処分に不利な地質

しかない場所の国は原子力を享受できないことになりますが、それをどうして解決するか

と、人類として共存共栄を図る方策として、電気を送ればいいとか言うのもあるかもしれ

ないけれど、等しく原子力を享受できる環境をつくることができないかという議論から、
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それにはどうしたらいいかと考える。さらには、人類として最も優れた技術を１カ所に集

中して、一番処分のしやすい場所を選んでそこで大規模に処分することが人類トータルに

とって最も望ましい結果をもたらすことになるのではないか。 

  そういうビジョンがあって、それを主権問題とか何かで削り込んで、だんだん実が細って

きて最後なくなってしまうのかもしれないけれども、そういう理念を実現していくプロセ

ス、現実を踏まえて妥協に妥協を重ねて、残るところは少なくなっていくのだけれども、

そこの残り具合で実現することが決まっていく。ビジョンなくしてものは進まないのだと

思います。勿論、そこでベストアベイラブルテクノロジーをということで、廃棄物最小化

テクノロジーを導入したらうまくいくかもしれないという議論も大事です。お話を伺って

いると、そうした全体としてのビジョンが見えなくて話が迷走しているのではないか、そ

こは、かなり確信犯的にビジョンを追求するという人がいないと、こうし仕事はうまくい

かないと思います。余計なことを言いました。 

  尾本委員ご指摘のドイツのシュタインマイヤー外相の提案は、ドイツを削ってそのための

土地を産み出しますぐらいのことを言わない限り、あまり意味がないと私は思ったのです

が、国境がしょっちゅう変わってきた欧州では、そんなことに目くじらを立てないで話を

持ち出したり、聞いているのかもしれませんね。余計なことを言いました。大変刺激的な

お話をいただきまして、今日はありがとうございました。 

  この議題はこれで終わります。ありがとうございました。 

 事務局、それでは次の議題。 

（板倉参事官）鈴木委員長代理が２月１８日から２月２０日の日程で韓国へ出張されます。そ

の渡航目的等について、事務局の柳澤調査員より説明いたします。 

（柳澤調査員）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張についてということで事務局よりご連

絡させていただきます。 

  出張先は韓国のソウル、期間は平成２５年２月１８日月曜日から２０日の水曜日まで。渡

航目的は、１９日、２０日にソウルで開催される「ASAN Nuclear Forum 2013」に出席い

たしまして、国民の信頼醸成に関する発表を行うほか、韓国の政府関係者や専門家等と核

不拡散、核セキュリティに関する意見交換を行うというものです。 

  主要日程といいたしましては、２月１８日月曜日に東京発、ソウル着。翌１９日と２０日

にフォーラムに出席されまして、その水曜日の夜のうちに東京に戻ってこられるというス

ケジュールになっております。事務局からは以上です。 
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（近藤委員長）よろしゅうございますか。 

（鈴木委員長代理）補足を。韓国の政府関係者、専門家との意見交換を会議の外でやろうと思

ってお願いしましたが、どうも今政権交代で難しいということで、それを諦めまして会議

の中でやります。 

  それからもう１つ、昨日ですが、国民の信頼醸成に関するパネル以外に福島のパネルがあ

るので、それにも参加してほしいということで、そこにも出席することになりましたので、

ご報告です。 

（近藤委員長）よろしくお願いします。よろしいですか。その他議題。 

（板倉参事官）その他でございます。資料３、４号としまして、第１回、第２回定例会議の議

事録を添付しております。 

  また次回第７回原子力委員会定例会につきましては、開催日時、場所が確定次第、ホーム

ページ等でご案内いたします。以上でございます。 

（近藤委員長）よろしゅうございますか。それでは今日はこれで終わりましょうか。どうもあ

りがとうございました。 

 


